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平成２９年８月４日 

小野市議会議長 

山 中 修 己 様 

                                 

                           派遣議員    前 田 光 教  ㊞ 

 

 

議 員 派 遣 報 告 書 

 

先般、実施しました議員派遣の結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

１ 派遣日 

平成２９年７月２０日（木）～平成２９年７月２１日（金） 

 

２ 派遣議員 

 

久後淳司  髙坂純子  小林千津子  前田光教  岡嶋正昭 

竹内修  山中修己  川名善三 

 

 

３ 派遣先及び内容 

（１）埼玉県所沢市 「議会評価システムについて」 

（２）東京都北区  「介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～」 

 

４ 内 容 

[ 第１日 埼玉県所沢市 ] 

人口 ３４４,０７０人 １５６,９９１世帯（平成２９年６月３０日現在） 

面積 ７２.１１㎢ 人口密度 約４,７７１．５人／㎢ 

 

●所沢市 

埼玉県南西部に位置し、市制施行時は特例市であり、人口はさいたま市、川口市、川越市

に次いで県内４番目である。 
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日本発、飛行場から飛行機が飛んだ「航空発祥の地」とされており、名産品の「狭山茶」

は日本３大名茶とされる。色は静岡、香りは宇治、味は狭山！ 

 

≪項 目≫ 議会評価システムについて 

地方分権の時代と呼ばれて久しく、地方自治体の役割も大きく変化し、それぞれの自治体

がそれぞれの地域にあった住民福祉の向上を目指し実践すべき時代となり、地方議会におい

ても、その機能の強化や活動の明確化、可視化に向けた改革が強く求められ、議会が如何に

住民ニ－ズを把握し、そのニ－ズに応えられるかも明確にしながら改善への取組を示してい

く必要があります。 

そこで、所沢市議会は現在行っている様々な議会活動について、毎年度自己評価を実施し、

評価については、評価に留めることなく、今後の取組に活かし、更なる改善を図っています。 

 

●ポイント・要旨・要点 

 ○所沢市議会の主な議会改革の取組（１７項目）     

   議会基本条例の制定（平成２１年３月） 

   １００条の２専門的知見の活用調査委託（平成１９年～） 

   議会審議における論点情報の形成（平成２１年６） 

   一問一答方式の導入（平成２１年６月～） 

   議会事業評価・議会改革評価（平成２１年６月～） 

   議会基本条例の見直し手続（平成２３年７月～） 

   閉会中の文書による質問（平成２１年７月～） 

   自由討議（平成２１年９月～） 

   議会モニタ－の設置（平成２２年５月） 

   参考人招致（平成２２年６月以降取組） 

   公聴会・意見提案手続（平成２３年１月） 

   附属機関の設置（平成２４年４月） 

   議会ＩＣＴの推進（平成２８年３月） 

   広聴広報委員会の設置（平成２３年５月） 

   議会報告会の開催（平成２２年５月～） 

   政策討論会の開催（平成２４年２月～） 

   みみ丸カフェの開催（平成２８年７月～）       

早稲田大学との連携協定の締結（平成２８年２月１日）

                              （みみ丸カフェの様子） 

 

 ○議会評価 

  ・年度末に実施 

  ・議会事業の評価（議会運営委員会・広報広聴委員会の所管事業の自己評価） 

  ・議会改革評価（議会基本条例に規定する項目の評価・ＨＰで公表） 
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 ○議会評価システムの効果 

  ・事業の記録公開と協議事項の共有が可能 

  

○課題・方向性（協議中） 

 ・自己評価の達成度の明確化と外部評価へ 

 ・議運での評価 → 議員個人による評価へ 

 ・活動の発信 → 成果指標化へ 

 

○評価の目的 

１．議会事業についての説明責任を果たす 

２．議会事業の改善・効率化 

３．予算編成における資料 

 

○評価の方法 

１．議会で実施した事業のうち数事業を選び、それぞれの事業を「拡充」、「継続」、「改 

善」、「縮小」、「終了」、「休止」、「廃止」で評価する。 

２．議会運営委員会は、対内的事項の評価（一問一答方式、政策討論会、その他の新 

規事業等）を行います。 

３．広聴広報委員会は、対外的事項の評価（市議会だより作成・配布、インターネッ 

ト中継、議会ポスタ－、その他の新規事業等）を行う。 

 

 ○参考 

  ※議員数（３３名） 

  ※５つの委員会 

     総務経済常任委員会（８名）   健康福祉常任委員会（８名） 

     市民文教常任委員会（８名）   県政環境常任委員会（８名） 

     議会運営委員会（１２名） 

  ※その他の特別委員会 

     地域創生に関する特別委員会（１１名） 広報広聴委員会（１０名） 

  ※会派（７会派） 

     所沢市議会公明党（６名）     至誠自民クラブ（６名） 

     自由民主党（６名）        日本共産党所沢市議団（５名） 

自由民主党・無所属の会（４名）  民進ネットリベラルの会（４名） 

未来（２名） 

 

≪所 感≫ 

昨今、議会運営等のテ－マで行政視察を実施する際、議員自らが説明者となり、来訪者の

質問に応えるスタイルが多く見受けられます。所沢市議会も同様に、３名の議員から説明を

受けました。率直な感想として、まず、政党所属議員、支持政党、それらの縦軸と考える政
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党色を超越し、横軸と考える地方議会での調和を感じました。目的をひとつに集いし議員が

一致団結しているものと感じました。 

さて、今回のテ－マとして「議会評価システム」を研修させて頂いた訳ですが、小野市議

会にとっては議会基本条例等よりも、真っ先に取り組むべきひとつのシステムとして感じて

います。 

平成２８年度に政務活動費を廃止し、一般会計からの支出により議員派遣をすることで直

接的な学びと、その学びを議会全体へ普及する間接的な学びの場が存在することになります。

それらは、次年度に向けての計画には不可欠となり、学びの場がそれらの検証システムとし

て考えられ、議会の活性化に繋がるものと感じています。 

 

 

[ 第２日 東京都北区 ] 

人口 ３４６,２４９人 １９１,５５９世帯（平成２９年４月１日現在） 

面積 ２０.６１㎢ 人口密度 約１６，８００．０人／㎢ 

 

●東京都北区 

東京都の特別区。特別区は、日本における特別地方公共団体の一種で、市に準ずる基礎的

地方公共団体で、地方自治法第２８１条第１項で「都の区」と規定される（「東京都の区」

ではない。 

しかし、現在のところ都は東京のみであるため、特別区とは事実上、東京都の区を指す。

市町村には属さない団体である点で、「地域自治区」「財産区」「合併特例法における合併

特例区」「政令指定都市に置かれる行政区」などとも異なる。 

東京２３区の北部に位置し、東西に約２.９ｋｍ、南北に約９.３ｋｍと南北に細長い形状

で、面積は２０.５９㎢で東京２３区中第１１位である。 

 

≪項 目≫ 介護と医療の連携強化～在宅療養支援体制の充実について～ 

高齢者あんしんセンタ－サポ－ト医事業は、平成２３年度「長生きするなら 北区が一番」

専門研究会で、地域で増え行く認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の医療や介護サ－ビスに

繋がらない課題への対応や、医療依存度の高い高齢者のための退院支援などを、迅速に的確

に支援するための仕組みとして提案されたものである。 

平成２４年度より北区医師会の推薦を受けて、認知症サポ－ト医であり地域で在宅医療を

行っている医師の中から各圏域に１名ずつ配置を行い、平成２５年度からは、訪問件数の多

い赤羽圏域を、赤羽西地区と赤羽東地区に分け４名体制とし、平成２７年度より、王子圏域

を、王子西地区と東地区に分け、現在は６人体制で実施しています。 

 

≪内 容≫ 

●ポイント・要旨・要点 

 ○東京都北区の高齢者状況（平成２９年１月１日現在） 

   高齢者人口・・・・・８７,７６１人（２５.４％） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95_%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%B7%A8_%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93#281
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93#.E8.B2.A1.E7.94.A3.E5.8C.BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%90%88%E4%BD%B5%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E4%BD%B5%E7%89%B9%E4%BE%8B%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E4%BD%B5%E7%89%B9%E4%BE%8B%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA
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   後期高齢者人口・・・４４,３３７人（１２.８％） 

   高齢化率は２３区で１番 

   高齢者の内、約半数が後期高齢者（５５.５％） 

   一人暮らしの高齢者が増加３１,９４３人（高齢者人口の３６.４％） 

   高齢化率の高い地域が存在（桐ヶ丘地区の高齢化率５８.１％） 

     → 地区の３６.７％が後期高齢者 

     → 一人暮らしの高齢者４２.６％ 

  

○東京都北区高齢者実態把握調査（平成２３年度実施） 

   問）介護が必要となった場合の暮らし方について？ 

            自宅で暮らしたい・・・・・・・４５.０％ 

            ７５歳以上の方・・・・・・・・４８.９％ 

   問）生活上の不安は？ 

            病気になった時の在宅生活・・・３０.９％ 

 

○目的 

  高齢になっても住み慣れた地域で安心して充実した在宅療養生活を送れるように、介護 

と医療の連携を強化することにより、地域包括ケアの推進を図るとしている。 

 

 ○特色 

在宅介護医療連携推進会議を設置し検討を進めるとともに、高齢者あんしんセンタ－ 

（地域包括支援センタ－)に非常勤の医師を配置し、高齢者あんしんセンタ－サポ－ト 

医としてセンタ－職員からの医療に関する相談対応や主治医のいない認知症等の高齢 

者への訪問相談等を行っている。また、推進会議での検討を踏まえ、多職種連携研修 

や医療社会資源調査の実施、在宅療養支援窓口のモデル設置や在宅療養協力支援病床な 

どの基盤整備に取組んでいる。 

 

 ○課題 

  高齢者安心センタ－サポ－ト医の増員について、議会等からの要望があるが、医師の 

人材育成や地域性を考慮し医師会と連携して進めていく必要がある。 

 

 ○参考 

  ※高齢者安心サポ－ト医 

     → 北区の常勤職員という位置づけ・認知症サポ－ト医・医師会の推薦 

  ※介護医療連携シ－ト 

     → 関係機関が統一して使用する連携ツ－ル 

  ※在宅療養協力支援病床確保事業（平成２６年～） 

     → 退院・帰宅を条件とし短期の入院病床の常時確保 
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  ○在宅医療・介護連携の成果 

   ※在宅療養支援の環境整備 

     → 厚生労働省の示す８項目を実施できた。 

   ※地域における「顔の見える連携づくり」の推進 

     → 地域の医療・介護関係者の人材や団体との連携が活発となった。 

     → 「北区在宅歯科連絡会」「北区在宅ケアネット」「北区ソ－シャルワ－カ－連 

絡協議会」「北区ナ－シングヘルスケアネット」の設立など、各団体におい 

て地域で連携する動きが広まった。 

 

 ○今後の取組の方向性 

  ※在宅療養の環境整備は進んできたが、今後は区全体の介護医療関係者に理解を深め 

て頂く機会を持ち、区全体での多職種連携づくりを進めていく。 

  ※在宅医療や看取りに関して、区民への普及啓発活動を進め、地域の関心ごととして 

機運を高めていく。 

 

≪所 感≫ 

 東京都北区では高齢化率の高さ、また、高齢者の中で後期高齢者率の高さ、独居高齢者の

状況から介護について早い段階から取組をされていました。 

 北区での地域包括ケアは大変豊富であり、地域で暮らす高齢の皆さんを、介護、福祉、健

康、医療など様々な面を総合的に支えるための「高齢者あんしんセンタ－」を設置し、北区

にとって有益なものであるとも感じました。 

いつまでも健やかに住み慣れた地域で生活していけるように、区民の方がセンタ－を利用

しており、人口も面積も異なる小野市において、今回の学びをどう活かしていくか、考えて

いきたいものです。 
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平成２９年８月３日 

 

 

 小野市議会議長  山中 修己 様 

 

 

                      派遣議員   岡 嶋 正 昭  ㊞ 

 

議員派遣報告書 

 

 先般、実施しました議員派遣について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 派 遣 日  平成２９年７月２０日（木）～平成２９年７月２１日（金） 

 

２ 派 遣 議 員 

  久後淳司  小林千津子  髙坂純子  前田光教  山中修己 

  川名善三  竹内 修   岡嶋正昭  以上８名 

 

３ 派遣先及び内容 

（１）埼玉県所沢市（人口：約３４万４千人、 面積：７２．１１Ｋ㎡） 

   議会評価システムについて 

    

  

（２）東京都北区（人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡） 

   北区における「介護と医療の連携強化について」 

～在宅療養支援体制の充実について～ 

     

４ 内  容 

【第１日】 

埼玉県所沢市（人口：約３４万４千人、 面積：７２．１１Ｋ㎡） 

 ☆ 日本初！飛行場から飛行機が飛んだ！！   

             「航空発祥の地」 

☆ 名産は狭山茶！  日本３大名茶 

   色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす 

☆ イメージマスコット 

  市は「トコろん」  市議会は「みみ丸」 
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≪項 目≫ 

 議会評価システムについて 

 ≪説明者≫ 松本副議長（挨拶） 

       西沢一郎議員（公明党）、城下のり子議員（日本共産党）、 

島田かずたか議員（民進党） 

   

≪内 容≫ 

○ 議会運営  

・議会基本条例の制定・改定 

 「所沢市議会基本条例」を可決（平成２１年３月 同日施行） 

・「議会基本条例改定に関する特別委員会」を設置（平成２７年７月） 

・「所沢市議会基本条例の一部を改正する条例」を可決（平成２８年６月同日施行） 

  

○ 議会基本条例制定時の特徴 

特別委員会の名称を「議会基本条例制定に関する特別委員会」とした 

 部会方式を導入し、超党派により作成を進めた。 

地方自治法１００条の２の専門的知見の活用による調査委託、条例素案に係る公聴

会などを実施した。 

 調査委託の実施状況 

H20.9.22 法政大学法学部教授 廣瀬 克哉氏 

    「議会基本条例制定に関する件」調査報告会  H20.11.21 実施 

 

H22.7.1  法政大学法学部教授 廣瀬 克哉氏 

 議会基本条例及び議決に付すべき事件を定める条例制定以後の改正等に 

ついて    

H22.11.11 基本条例制定以後の評価に関する委託の件の報告会 

 H27.9.25. 全国市町村議会における条例制定後の見直し状況及び改正等の動向につ 

いて 

 H27.11.26 制定後の見直し状況及び改正についての調査報告会 

 

・一問一答方式の導入（H21.6～） 

 

議会評価 

○ 議会事業評価 

 現在、議会運営委員会および広聴広報委員会による所管事業の自己評価を行う。 

○ 議会改革評価 

 議会基本条例に規定する項目を評価・議会改革の成果 

  ⇒ 報告書としてまとめ、市議会 HP で公表 
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評価対象事業等 

● 議会運営委員会所管 

・予算特別委員会における当初予算の審査 

・所沢市議会基本条例第２７条に基づく見直し 

・議会 ICT 化の推進 

・議会改革に関する視察受け入れ 

 

● 広聴広報委員会所管 

・市議会だより作成・配布 

・本会議映像のインターネット中継 

・議会ポスター作成・配布 

・所沢市議会 SNS の運用 

・政策討論会の開催 

・所沢市議会広聴広報マスコットキャラクター「みみ丸」の活用 

 

● 所沢市議会基本条例に関する項目に対する評価（達成度及び方向性） 

 

 評価について 

  「所沢市議会議会評価実施要綱」により行う。 

（評価の方法及び時点）は、第３条により 

    議会評価は、議会事業評価表（様式第１号）又は議会改革評価表（様式第２号） 

により、毎年６月に議会運営委員長が行う。 

   広聴広報委員会が所管する事項については、広聴広報委員長が行う。 

 

≪所 感≫ 

 この度の議員派遣では、議会改革（議会評価）について説明を受けました。 

平成２１年３月に基本条例を制定し、H２１．６ に「一問一答方式」を導入し、同「議

会事業評価」「議会改革評価」を実施。H２３．７に「議会基本条例の見直し手続き」に

も着手されている。 

議会評価については、年度末にそれぞれ議会運営委員会及び広聴広報委員会により実施

されている。『一年間の主な事業の総括の機会であり、基本条例の進捗確認と総括のた

め』であり、自己評価の達成度の明確化と外部評価へ繋がるような取組。（議運での評

価⇒議員個人による評価へ。 活動の発信⇒成果指標化へ） 

基本条例に定める取組へ積極的に参加され、準備・評価・討論等々行うため、議員個々

人が非常に忙しく活動されている。時には休日（土曜日・日曜日等）にも出勤し議員活

動をされている。小野市議会もこれらの基本的な取組の部分（議会・議員の評価？）に

ついて内容の更なる確認をし、実施に向けて一考すべきものと考えます。
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【第２日】 平成２９年７月２１日（金）  

東京都北区役所 

（人口：約３４万７千人、面積： ２０．６１Ｋ㎡） 

 

≪項目≫ 

北区における「介護と医療の連携強化」について～在宅療養支援体制の充実について～ 

  ≪説明者≫ 北区健康福祉部 介護医療連携推進担当課課長 小宮山恵美 

           〃          〃    主査 阿部 亘平 

≪内容≫  

（北区の概要） 

 地理的条件や社会的慣行を踏まえ、３圏域・７地区に区分 

（高齢者の現状） 

  高齢者数     ８７，７６１人（２５．４％） 

  内、後期高齢者数 ４４，３３７人（１２．８％） （２３区内で１番高い。） 

（高齢者の内で約半数が後期高齢者。）     

  一人暮らし高齢者が増えている。（３１，９４３人、高齢者人口の３６．４％） 

  高齢化率の高い地区……「桐が丘地区」高齢化率 ５８．１％ 

   地区の３６．７％が後期高齢者、一人暮らし高齢者世帯割合 地区全体の４２．６％ 

 

○ 北区全高齢者実態把握調査（平成２３年度実施） 

・介護が必要となった場合の暮らし方 

 「自宅で暮らしたい」が全体の４５％ 

   ７５歳以上では、４８．９％が希望している。 

・生活上の不安 

「病気になったときの在宅生活」が３０．９％ 

 ⇒ 在宅医療支援の仕組みづくりが重要 

 

☆ 「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置・検討 

高齢者の地域の見守りの充実・地域包括支援センターの機能強化・「介護と医療の

連携による地域包括ケアの推進事業」・認知症高齢者総合支援事業・高齢者の住ま

い・元気高齢者施策の６つの柱をテーマに検討。 

 

「介護と医療の連携による地域包括ケアの推進事業」の課題として整理されたこと 

 長生きするなら北区が一番専門研究会の報告を受け…平成２４年度より新規事業化へ～ 

 

①  高齢者あんしんセンターサポート医の配置 

サポート医を配置し、医療依存度の高い高齢者や認知症等の症状による療養管理が

困難なひとり暮らし及び高齢世帯等に対して、安心で安全な在宅療養生活を送るこ
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とが出来るように、医療面からの助言を行う。 

・北区の非常勤職員としての位置づけ 

・認知症サポート医であり、在宅診療・往診をしている医師 

・北区医師会から推薦をうけている。 

・H２４年度（３名） H２５年度（４名） H２７年度（５名） H２９年度（６名） 

 

<サポート医の業務> 

・センターからの医療に関する相談対応 

・医療・介護につながらないひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の訪問相談 

・介護保険認定のための診断書及び鑑定書の作成 

・退院支援のアドバイス等 

・王子・赤羽・滝野川の圏域ごとの情報交換、事例検討等 

 

②  在宅介護医療連携推進会議の設置 

・「在宅介護医療連携推進会議 ⇒ 北区の目指す在宅療養の姿 ⇒ 在宅療養支援

基盤の構築に向けた方向性へ 

 

③  介護医療連携推進担当副参事の配置 

H２４年度 「介護医療連携推進担当副参事」を設置（行政の担当窓口を明確化） 

H２６年度 「介護医療連携推進・介護予防担当課」を新設 

H２８年度 「介護医療連携推進担当課」に組織改正 

 

④  その他、事業化したもの・取組 

・在宅療養相談窓口の設置（H２６年度～） 

   退院支援を中心に相談や支援を行う「専門職のための」相談窓口 

 ・在宅療養協力支援病床確保事業 

   在宅療養を要する高齢者やその家族が地域で安心して生活し、医療・介護関係者が不安なく 

    在宅療養に携われるよう、病状の憎悪・急変時等に速やかに入院治療を受けるための病床を 

協力病院に確保する。 

（協力病院） H２９年度は１５か所 

（費用は出来高払い。病院へは８，０００円（１ベッド毎）の支払い。） 

 

○北区医師会との連携 

 区と医師会が在宅療養支援の連携・協力に関する包括協定を締結（平成２６年１１月） 

【包括協定に基づく事業】 

 ・在宅療養相談窓口の設置 

 ・在宅療養協力支援病床確保事業  ⇒ 平成２７年４月 本格実施へ 
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≪所 感≫ 

 介護の現場と医療（病院でのベッドの確保が１５病院で提携が行われている）とが連

携された高齢者対策への取組が行われていることに先ずもって感動するところです。 

介護の取組については当初は「特養」での介護でありましたが、このところへ来て矢

張り「在宅」への方向がはっきりとしてきたように思われます。また、介護を受ける高

齢者の側からしても当市のアンケートにも表れているが、老後は在宅へと言う希望が非

常に多くなっている。また、ある一方では介護に携わっていただいている関係者におい

ても就労現状の厳しさ（業務の大変さ、報酬への見返り等々）により、離職率も多くな

ってきているようです。 

介護を受ける立場からして、バックアップしていただける組織（包括ケアやそれらを受

けていただける医療スタッフの存在等）がしっかりとしていることが老後の安心へとつ

ながるものと思います。北区での取組がまさにその一角を実行されていることに深く感

動ですが、区内においては病院も多く存在し羨ましい部分もある様に思われました。 
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様式第４号（第９条関係） 

                     平成２９年７月２５日 

小野市議会議長 山中修巳 様 

                   

                   派遣議員  久後 淳司 ○印 

 

議員派遣報告書 

 

 先般、実施しました議員派遣について下記のとおり報告いたします。   

  

               記 

 

１ 派 遣 日           

 

  平成２９年７月２０日（木）～２９年７月２１日（金）  

 

２ 派遣議員 

 

前田 光教、川名 善三、山中 修己、竹内 修、岡嶋 正昭、 

小林 千津子、髙坂 純子、久後 淳司 

 

３ 派 遣 先 

 

①  埼玉県所沢市（人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡）  

②  東京都北区（人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡）  

 

４ 内  容 

   

①  埼玉県所沢市：議会評価システムについて 

②  東京都北区：介護と医療の連携強化について 

       ～在宅療養支援体制の充実～ 

 

 



 

14 

① 埼玉県所沢市：議会評価システムについて  

 

＜主な議会改革の取組とその内容＞ 

  議会基本条例の制定（H21.3）⇒制定にあたり部会方式を導入し、超党

派による作成で、他市の条例を参考にしながら、内容は全て議員による

手作りで行った。 

  100 条の 2 専門的知見の活用で調査委託（H19～）⇒農業や議会基本条

例など、専門的知見を要する事案において、大学教授へ調査委託を実施  

  議会審議における論点情報の形成（H21.6）⇒全ての議案において統一

フォーマットによる資料の提出を求める  

  一問一答方式の導入（H21.6～）⇒一括方式との選択制、回数 3 回まで、

1 時間以内 

  議会事業評価・議会改革評価（H21.6～）⇒議会運営委員会、広聴広報

委員会による所管事業の自己評価を行う・毎年報告書としてまとめ市議

会ホームページで公表 

  議会基本条例の見直し手続き（H23.7～）⇒改選期ごとに見直す、条例

の条項ごとに達成度及び今後の方向性について評価し、ホームページで

公開 

  閉会中の文書による質問（H21.7 他）⇒委員会における全会一致により、

議長を通じて文書提出、執行部からの回答は全議員に配布し、市民の方々

にも公開 

  自由討議（H21.9～）⇒常任委員会及び特別委員会の審査時に、委員か

らの動議を受け委員長が諮り実施。それぞれの考え方が明らかになり、

論点整理になる。休憩とせず委員会審査の一環として実施し会議録とし

て公開する。 

  議場モニターの設置（H22.5） 

  参考人招致（H22.6 以降の取組）⇒請願における真意や思いを会議録へ

記録可 

  公聴会・意見提案手続（H23.1）⇒所沢市自治基本条例や議員定数につ

いてなど公聴会を開催し意見を求める  

  附属機関の設置（H24.4）⇒有識者による「所沢市議会議員定数のあり

方に関する審議会」等の設置による審査。また「政策研究審議会」を設

置し①消防団の入団促進②議会評価・ICT 推進③選挙権年齢引き下げに
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伴う大学生による教育プログラムの構築など政策立案を目指す。  

  議会 ICT の推進（H28.3）⇒会議中における情報通信機器の使用基準を

定めタブレット端末を導入 

  広聴広報委員会の設置（H23.5）⇒「所沢市議会と早稲田大学との連携

協力に関するパートナーシップ協定」を締結 

  議会報告会の開催（H22.5）⇒「所沢市議会議会報告会実施要綱」に基

づき、年 4 回、班ごとに分かれ、運営方法として個々の意見・見解は述

べず、要望は議長報告とし、多くの市民に発言機会があるよう配慮しな

がら開催 

  政策討論会の開催（H24.2）⇒基本条例に基づき要綱を定めており、広

聴広報委員会が所管し年 1 回以上、テーマを決め、ひとつのテーマに対

する議員間討議を通し、政策立案、政策提言を積極的に推進。  

  みみ丸カフェの開催（H28.7）⇒マスコットキャラクター「みみ丸」を

活用し、無作為抽出によって 20～50 歳代までの世代を対象に、年代別、

男女別に抽出。早稲田大学との連携協定を活用し、ファシリテータを教

授が、テーブルホストを学生が務め開催。 

 

② 東京都北区：介護と医療の連携強化について  

～在宅療養支援体制の充実～ 

＜北区の現状＞ 

 高齢者人口（65 歳以上）87,761 人（25.4％） 

 後期高齢者人口（75 歳以上）44,337 人（12.8％） 

 高齢者のうち約半数が後期高齢者（50.5％） 

 一人暮らしの高齢者が増加（31,943 人、高齢者人口の 36.4％） 

＜取組＞ 

  北区全高齢者実態把握調査の実施（平成 23 年度） 

⇒介護が必要となった際「自宅で暮らしたい」45％ 

生活上の不安として「病気になった時の在宅生活」30.9％ 

⇒結論として、「在宅療養支援の仕組みづくり」が重要  
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 「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置⇒「介護と医療の連

携による地域包括ケアの推進事業」の課題を整理  

  平成 24 年度より新規事業化  

①  高齢者あんしんセンターサポート医の配置⇒高齢者あんしんセンタ

ーを支援するためにサポート医を配置し、医療依存度の高い高齢者や

認知症等による療養管理が困難なひとり暮らし及び高齢者世帯に対

して医療面から助言を行う。（サポート医：北区の非常勤職員の位置

づけ、認知症サポート医で往診している医師、医師会からの推薦があ

る方、平成 29 年度は 6 名）  

業務として、訪問相談や意見書作成、退院支援のアドバイス等行う。

現場訪問するアウトリーチ機能を持ち、区職員と同行訪問すること

でタイムリーな対応をとれる。  

 

②  在宅介護医療連携推進会議の設置⇒自宅で自分らしく過ごすために、

介護と医療の連携のあり方や仕組づくりについて検討する。（4 つの

方向性：他職種と顔の見える連携作り、在宅療養を進める人材育成、

多職種との情報共有のしくみづくり、区民への啓発活動）  

 

③  介護医療連携推進担当副参事の配置⇒行政の担当窓口を明確化  

 介護医療連携共通シートの作成（平成 25,28 年度）⇒関係機関が統一

して使用できる連携ツールとして作成  

 在宅療養相談窓口の設置（平成 26～）⇒北区医師会へ委託し、「専門職

のための」窓口を設置。対象は北区内外病院、地域の医療機関、高齢

者あんしんセンター、ケアマネージャー  

 在宅療養協力支援病床確保事業（平成 26～）⇒在宅療養を要する高齢

者等が病状の増悪・急変時等に速やかに入院治療を受けるための病床

を協力支援病院に確保する（平成 29 年度１５か所）  

運用：必ず家に帰るルールを設け、利用は７日間目途にする、市は病

院へ利用に応じた出来高払い制、状態により救急車が必要な場合は１

１９へ通報してもらう  

 医療社会資源調査の実施（平成 26,28 年度）⇒在宅療養に必要なサー

ビスを把握する目的⇒北区在宅療養あんしんマップ、ハンドブックを

作成  
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 摂食えん下機能支援推進事業（平成 26～28 年度）⇒人材育成や地域関

係団体との連携、普及啓発等  

 多職種連携研修・顔の見える連携会議（平成 25～）⇒各団体から専門

職が集まり、ワークショップや同行訪問を交えて研修を行う。専門職

の資質向上。  

 認知症ケアパス・認知症カフェ・認知症マップの作成  

 北区医師会との連携（平成 26 年 11 月）⇒区と北区医師会が在宅療養

の連携・協力に関する包括協定を締結  

＜取組の成果＞  

 環境整備が進み、厚労省の示す８項目を実施できた  

 地域における「顔の見える連携づくり」が推進された  

＜今後の方向生＞  

  区全体の介護医療関係者に理解を深める機会を持ち多職種連携づく

りを進めていく  

  在宅療養や看取りに関して、区民への普及啓発活動を進めて、地域

の関心ごととしての機運を高めていく  

 

５ 所 感 

  

①  「埼玉県所沢市：議会運営・改革」  

   所沢市議会において、議会運営・改革について学びましたが、何と言

っても印象に残っているのは、説明者として３名の議員の方々から説明

を受けた際に、議会全体として各議員の方々の意識の高さが自然に伝わ

ってきたところです。しっかりとした根拠を持っての説明もさることな

がら、「改革していこう」「市民に開かれた議会を目指そう」という熱意

が伝わりました。様々な手法とアプローチを凝らし、市民の方々の声を

拾っておられ、また、議員間での政策能力を高める取組や、事業評価等

を取り入れることで、成果を出来るだけ見えやすいようにし、市民の

方々の理解を得やすい環境づくりを進められていると感じました。小野

市議会にとっても、参考にすべき点があり、特に何か事を起こす際には、

工程管理が重要と説明を受けたように、プロセスをきちんと管理し、し

っかりと結論を出すことが大切だと改めて認識しました。  
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②  「東京都北区：介護と医療の連携推進」  

   北区の高齢化率は 25.4％で、東京都 23 区内で最も高く、65 歳以上の

高齢者の内、約半数が後期高齢者で占めているそうです。そのため「長

生きするなら北区が一番」と、専門研究会を設置し検討を重ねられまし

た。やはりまず第一に、高齢の方々の不安を解消し、あんしんしてもら

える街づくりを進められていました。事業化され実施していくにあたり、

医療との連携において意識改革で御苦労されたようでした。しかし、た

くさんの方々の協力で巻き込んでいくことが大切と話されたように、会

議においての積み重ねが、信頼関係につながり、やがて意識に変革をも

たらしていくのだと実感されていました。小野市も福祉において、エイ

ジ・ルネサンス・パーティ等の施策や、地域包括支援センター等も設置

し、様々なサービスを展開していますが、やはり連携においてお互いの

意思疎通が大切であることから、お互いの組織同士が相手を巻き込んで

進めていくような体制作りが必要であると感じました。  
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平成 29 年 8 月 3 日  

 

 

 小野市議会議長 山中修巳 様  

 

                            

                  派遣議員  小林千津子 ㊞  

 

議員派遣報告書  

 

 先般、実施しました議員派遣について下記のとおり報告いたします。  

 

記  

 

１ 派遣日  平成 29 年 7 月 20 日（木）～平成 29 年 7 月 21 日（金）  

 

２ 派遣議員  

   

 久後 淳司  小林千津子  髙坂 純子  前田 光教   

岡嶋 正昭  山中 修己  竹内  修  川名 善三  

 

３ 派遣先及び内容  

 

（１）埼玉県所沢市 （人口： 約 34 万 4 千人  面積：72.11ｋ㎡）  

  ① 議会評価システムについて  

    

（２）東京都北区 （人口： 約 34 万 7 千人、面積：20.61Ｋ㎡）  

  ① 介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～  
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４ 内 容  

【第１日】 7 月 20 日 （木） 13：30～15：30 

埼玉県所沢市並木 1 丁目１番地の 1  所沢市役所   

    

≪項 目≫ 

議会評価システムについて  

 

≪内 容≫ 

議会運営・改革について  

所沢市議会副議長 松本明信氏の歓迎挨拶  

西沢一郎議員 城下のりこ議員 島田かずたか議員 より説明を頂く  

   

  主な議会改革等の取組  

議会運営編  

１ . 議会基本条例の制定（Ｈ21.3）  

２ . 100 条の 2 専門的知見の活用で調査委託（Ｈ19～）  

 （委員会が委託内容により、専門家に調査委託、議決後報告会）  

３ . 議会審議における論点情報の形成（Ｈ21.6）  

４ . 一問一答方式の導入（Ｈ21.6～）  

５ . 議会事業評価・議会改革評価（Ｈ21.6～）  

 （基本条例に規定する項目により進捗状況や実績について評価）  

６ . 議会基本条例の見直し手続（Ｈ23.7～）  

７ . 閉会中の文章による質問（H21.7 ほか）  

 （各委員会から文章で市長に質問）  

８ . 自由討議（H21.9～）  

９ . 議場モニターの設置（Ｈ22.5）  

  10 参考人招致（Ｈ22.6 以降の取組）  

  11 公聴会 .意見提案手続き（H23.1）  

  12 付属機関の設置（Ｈ24.4）  

  13 議会ＩＣＴの推進（Ｈ28.3）  

  広聴広報編  

14 広聴広報委員会の設置（H23.5）  
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  15 議会報告会の開催（Ｈ22.5）  

    （年に 4 回市議会の活動を報告）  

  16 政策討論会の開催（Ｈ24.2）  

    （広聴広報委員会がテーマを決め、基調講演後討論会を開催）  

  17 みみ丸カフェの開催（Ｈ28.7）  

    （ワールドカフェスタイルで市議会のことを話し合うイベント）  

  

議会評価システムについて  

   議会評価実施要綱  

 趣旨  

市民の付託に応えられる議会の実現及び、議会運営の活性化を図り説明  

責任を果たすため。議会が実施する事業及び議会改革について必要な事項。 

 評価の種類及び対象  

  議会事業評価及び議会改革評価とする。  

  議会基本条例に規定する取組、議会が実施する事業。  

 評価の方法及び時点  

  議会評価表により実施。報告書を提出  

  報告書の作成は議会運営委員長、議会公報委員長がおこなう。  

 報告書の公表及び反映  

  議会ホームページで公表、市民からの意見は議会で協議。  

   

≪所 感≫ 

議会事業評価表及び報告書は、 

項目（目的）、議会基本条例（該当条文）、進捗状況評価（達成度、方向性） 

が様式により提出するようになっており、達成度等の評価結果が取りまと  

められています。議員数 40 人（欠員 2 名）党派数も多く当市とは比較に

ならない点もあるように思いましたが、評価システムは私達も取り入れて

いけたらと考えました。 
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【第２日】 7 月 21 日 （金） 13：30～15：30 

東京都北区王子町１丁目 15 番 22 号  

北区役所第一庁舎内  

      

≪項 目≫  

 介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～  

 

≪内 容≫ 

   北区健康推進課 介護医療連携推進担当課主査  阿部亘平氏  

〃   担当課長   小宮山恵美氏  

 

 高齢者の現状  

  北区の総人口 （外国人含む）  345,149 人  

  高齢者人口  （65 歳以上）   87,761 人 （25.4%）  

  後期高齢者人口 （75 歳以上）  44,337 人 （12.8%）  

  

・東京都 23 区内で高齢化率が 1 番高い  

 ・高齢者の内約半数が後期高齢者 （50.5%）  

 ・一人暮らしの高齢者が増えている（高齢者人口の 36.4％）  

 ・要介護 3～5 の認定者が増えている  

 ・高齢者の実態把握調査  

    介護が必要になった場合 自宅で暮らしたい（45％）  

 ・生活上の不安 病気になった時の在宅生活（30.9％）  

  

 在宅医療・介護連携に取り組む  

  「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置  

 報告を受け 平成 24 年度より新規事業化  

１ . 高齢者あんしんセンターサポート医の配置  

 医療依存度の高い高齢者や、認知症の療養管理が困難な一人暮らし高

齢世帯に対し、安心で安全な在宅療養生活を送ることができるよう医療

面からの助言を行う。  

  ２ .在宅介護医療連携推進会議の設置  

  高齢者が住み慣れた自宅で自分らしく過ごすために、より密接な会議
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と医療の連携を推進することを目的とする。  

３ .介護医療連携推進担当副参事の配置  

 行政の担当窓口を明確化  

  

・介護医療連携共通シート  

  介護と医療の関係機関がお互いに必要な情報を円滑に共有できる仕組  

 みとして、統一して使用できる「介護医療連携共通シート」を作成。  

・在宅療養相談窓口の設置  

在宅療養が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して療養生活を続け  

られるよう退院支援を中心に相談や支援を行う「専門職のための」相談窓口 

・在宅療養協力支援病床確保事業  

  在宅療養を要する高齢者やその家族が地域で安心して生活し、病状の増  

 悪・急変時等に速やかに入院治療を受けるための病床を確保する。  

   協力支援病院 平成 29 年度 15 か所  

・医療社会資源調査の実施  

  在宅療養に必要なサービスを把握することを目的として実施  

・摂食えん下機能支援推進事業  

  高齢者の摂食えん下機能支援を推進するための人材育成、普及啓発など  

 に取組む。  

 

成果と今後の取組  

 ・在宅療養支援の環境整備  

 ・地域における「顔の見える連携づくり」の推進  

今後の取組の方向性  

 ・環境整備は進んできたが、今後は区全体の介護医療関係者に理解を深め  

ていただく機会を持ち、多職種連携づくりを深めていく。  

 ・在宅療養や看取りに関して普及啓発活動を進め、地域の関心事としての  

機運を高めていく。  
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≪所 感≫ 

長年にわたりキーパーソンとなる課長が、北区を引っ張って来られた感が

致しました。当市も同じような高齢化率です。住みなれた地域、我が家で安

心して暮らしたいと思うのは誰も同じことと考えます。小野市にも取り入れ

ていけたらと切に思います。 
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平成 29 年 8 月 2 日  

 

 

 小野市議会議長 山中 修己 様  

 

 

                    派遣議員  髙坂 純子 ㊞  

 

議員派遣報告書  

 

 先般、実施しました議員派遣の結果について、下記のとおり報告いたします。  

 

記  

 

１ 派遣日  平成 29 年 7 月 20 日（木）～平成 29 年 7 月 21 日（金）  

 

２ 派遣議員  

  前田光教・岡嶋正昭・山中修己・久後淳司・小林千津子・髙坂純子   

川名善三・竹内修 以上 8 名  

   

３ 派遣先及び内容  

（１）埼玉県所沢市（人口：約 34 万 4 千人、面積：72.11Ｋ㎡）  

  ・議会評価システムについて      

（２）東京都北区（人口：約 34 万 7 千人、面積：20・61Ｋ㎡）  

  ・介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～  

 

４ 内 容  

【第１日】  

埼玉県所沢市 人口：約 34 万 4 千人、面積：72.11Ｋ㎡  

≪項 目≫  

・議会評価システムについて  

≪面接者≫所沢市議会議員  

西沢一郎（公明党）城下のり子（共産党）島田かずたか（民進党）  
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≪内 容≫  

平成 21 年度 3 月議会基本条例施行。議会が実施する事業及び議会改革につい

て、基本条例に基づき所沢市議会議会評価を行ってきた。平成 25 年 4 月 1 日か

らは、実効性を高めるために「所沢市議会議会評価実施要綱」を制定。  

議会評価は年度末に実施し報告書としてまとめ、市議会 HP で公表している。  

 

1 議会事業評価  

※1 年間の主な事業の総括の機会とする  

議会運営委員会および広聴広報委員会による所管事業の自己評価  

 

・議会事業評価表（様式第 1 号）内容について  

 事業名・評価（１拡充 2 継続 3 改善 4 縮小 5 終了 6 休止 7 廃止）評価説明（①

背景と経緯②概要③今後の方向性と評価  

 

2 議会改革評価  

※議会基本条例の進捗確認と総括のため  

議会基本条例に規定する項目を評価、議会改革の成果  

 

・議会改革評価表（様式第 2 号）  

所沢市議会基本条例に規定する項目と№、議会基本条例該当条文、進捗状況 

または実績評価（達成度・方向性）備考  

 

☆効果  

事業の記録公開と協議事項の共有ができる  

 

☆課題  

自己評価の達成度の明確化と外部評価へ  

議運での評価→議員個人による外部評価へ  

活動の発信→成果指標化へ  
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「議会改革評価例」  

所沢市議会広聴広報マスコットキャラクター「みみ丸」の活用について  

 

1 所沢市議会初開催 65 周年を記念してマスコット

の作成。市鳥ひばりをモチーフに、名産狭山茶の葉を乗

せた。「みみ丸」は 33 人の議員が、全身が耳であるかの

ようによく聴くことに由来。  

 

2 平成 27 年 8 月発行の市議会だよりでキャラクターの名前公募。220 点の候補。

全議員で第一次選考。広聴広報委員会で第 2 次選考。平成 28 年 11 月発行の市

議会だよりで発表。議会だより、SNS、議会報告会などの広報活動におおむね好

評。  

3 これまで議会に興味を持っていなかった市民層に対する周知広報の手段とし

ても期待されるが、未だ市民からの知名度は低い。オリジナルグッズの作成、

HP への活用など幅を広げていくべきであることから、評価は１の拡充とする。 

 

≪所 感≫  

議会評価についての質問だったが、議会運営・議会改革の中にはとても参考に

なるものがあった。政策討論会では議会外の会場に、テーマに沿った外部から

の講師を呼び基調講演の後、議会報告・市民との意見交換など工夫を凝らされ

ていた。また昨年度開催された「みみ丸カフェ」は無作為に選んだ市民 100 名

に案内を出し、お茶を飲みながら意見を出してもらうなど、市民目線を上手く

取り入れる方法も考えられていた。タブレット導入など１つ１つが興味深く、

今後の小野市議会に刺激を与えて頂いたように思う。初めての議員派遣だった

が大変勉強になった。所沢市議会事務局発行のハンドブック型「市政概要」は

とても重宝に感じた。作成できたらと思う。  
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【第２日】  

東京都北区（人口：約 34 万 7 千人、面積：20.61Ｋ㎡）  

  

≪項 目≫  

・介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～  

 

≪面接者≫  

東京都北区健康福祉部介護医療連携推進担当課長 小宮山恵美  

課長付介護医療連携推進担当主査 阿部亘平  

 

≪内 容≫  

・

北区の高齢者の現状→高齢者人口 87,761 人（25.4％）後期高齢者人口 44,337 人（12.8％） 

高齢化率は東京 23 区の中で 1 番高い。高齢者人口の 36.4％は一人暮らし。  

★「桐ヶ丘地区」高齢化率 58.1％（最高）  

地区の後期高齢者 36.7％、一人暮らし高齢者世帯割合地区全体の 42.6％  

 

平成 23 年度北区全高齢者実態把握調査結果  

〇介護が必要となった場合の暮らし方→「自宅で暮らしたい」全体の 45％、

75 歳では 48.9％が希望していることがわかった。 

〇生活上の不安→「病気になった時の在宅生活」30.9％  

 

※在宅療養支援の仕組みづくりが重要※  

「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置・検討  

 

介護と医療の連携による地域包括ケアの推進事業の課題  

 

1 地域との関わりの尐ない一人暮らし高齢者は認知症を合併する方も多いため、 

医療・介護につながらない高齢者の緊急時の対応に様々な困難を伴っている。 

2 医療処置が必要なため、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所できな  

い要介護高齢者が増加している。  

3 療養型病床の再編及び急性期病院における平均在院日数の短縮により、在宅  

医療を必要とする要介護認定の増加が見込まれている。  
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4 医療処置が必要となった一人暮らし高齢者の退院にあたり、安心・安全な在  

宅療養生活を介護・医療の両面から総合的に調整する機能が地域包括支援セ  

ンターに求められている。  

 

平成 24 年度より新規事業化  

 

1 高齢者あんしんセンターサポート医の配置  

北区の非常勤講師という位置づけ、認知サポート医であり、在宅診療・往診を

行う医師北区医師会からの推薦医（平成 29 年度 6 名）  

☆サポート医の業務→相談業務・介護認定意見書作成・成年後見人制度審判請

求の診断書及び鑑定書作成・退院支援・圏域ごとの情報交換  

 

2 在宅介護医療連携推進会議の設置  

北区の目指す在宅療養の姿  

在宅療養支援基盤の構築に向けた方向性（他職種との顔の見える連携作りと情

報共有のの仕組みづくり・在宅療養を進める人材育成・区民への啓発活動）  

 

☆メンバー構成  

医師会代表・高齢者あんしんセンターサポート医・歯科医師・民生、児童委員・

病院医療連携担当・訪問看護ステーション・ケアマネージャー・訪問リハビリ

事業者・サービス提供責任者・学識経験者・高齢者あんしんセンター・行政  

 

3 介護医療連携推進担当副参事の配置  

行政の担当窓口を明確化  

平成 29 年度担当組織  

健康福祉部高齢福祉課・介護予防・日常生活支援担当課長  

      ・介護医療連携推進担当課長→介護医療連携推進担当主査（1 名）  

                   認知症施設担当主査（1名）（保健師）  

北区保健所（生活衛生課・保健予防課）  
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その他の事業化と取組  

介護医療連携共通シート・在宅医療相談窓口の設置・在宅療養協力支援病床確

保事業・医療社会資源調査の実施・摂食えん下機能支援推進事業・他職種連携

研修及び顔の見える連携会議・認知症施策の推進・北区医師会との連携  

 

在宅医療・介護連携の成果  

・在宅療養支援の環境整備→厚生労働省の示す 8 項目を実施できた  

・地域における「顔の見える連携づくり」の推進→人材や団体の活発化、各団

体の地域連携の動きが広まった。  

 

今後の取組の方向性  

・区全体の介護医療関係者に理解を深めてもらい、多職種連携づくりを進める  

・在宅療養や看取りに関して、区民への普及啓発とともに地域への気運を高める 

 

≪所 感≫  

時間が足りないほどの詳細な説明を頂き感心することばかりであった。まさに

直面する問題をいち早く取組まれ 見える化にされている。正直、医師の往診

など現在無理に近い状態であるにも関わらず、担当課長が移動されずに粘り強

く交渉された賜物であり、医師会のトップもまた高齢化社会を見据えたご立派

な判断を行われたと考える。  

お話の一つ一つに熱意が感じられた。行政だけでなく全体を巻き込み問題解決

に結びつく手法は様々な分野に適応されるものでもある。頂戴した資料を熟読

して一般質問にも反映できるようにしたいと思う。  
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平成２９年８月３日 

 

 

 小野市議会議長 山中 修己 様 

 

                             

                       派遣議員  山中 修己  ㊞ 

 

議員派遣報告書 

 

 先般、実施しました議員派遣の結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 派遣日  平成２９年７月２０日（木）～平成２９年７月２１日（金） 

 

２ 派遣議員 

竹内修議員、川名善三議員、久後淳司議員、前田光教議員、小林千津子議員、 

髙坂純子議員、岡嶋正昭議員、山中修己 以上８名 

   

 

３ 派遣先及び内容 

（１）埼玉県所沢市（人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡） 

    議会評価システムについて 

     

（２）東京都北区（人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡） 

    介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～ 
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４ 内 容 

【第１日】 

埼玉県所沢市 

人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡ 

   

≪項目≫ 

  議会評価システムについて 

 

≪内容≫ 

   面接者:市議会副議長 松本明信氏、公明党 西沢一郎議員、 

日本共産党 城下師子(のりこ)議員、民進党 島田一隆議員 

  

 所沢市役所の入り口の周りに笹が植えてあり、清涼感があってとても印象的であった。 

所沢市の特徴は「航空発祥の地」で、日本で初めて飛行場から飛行機が飛んだという

ことです。狭山茶が３大銘茶の一つで「色は静岡、香りは宇治、味は狭山でとどめさす」

というそうです。お茶の好きな人は是非味わってください。 

さて所沢市議会では現在の様々な議会活動について、毎年度自己評価を実施している

とのことで、その内容について教授いただくべく、訪問しました。 

以下、議会評価システムについて記す。 

１.所沢市の議会運営・改革の概要 

 1) 平成２１年３月に「所沢市議会基本条例」を制定している。因みに「自治基本条

例」もある。 

 2) 調査委託の実施…平成１９年度以降、専門的知見の活用として、大学の教授等に

委員会が調査委託を実施し、平成２７年度までに５件の議決をしている。 

3) 平成２１年から議会審議における論点情報の形成…全議案を統一フォーマットで

提出。 

4) 平成２１年から一問一答方式導入…一般質問は一括方式との選択制とし、議案質

疑は一問一答方式とした。 

5) 議会評価…別途 

6) 議会基本条例の見直しを改選期(４年毎)に項目毎に実施。…平成２７年に改定した。 

7) 平成２１年から閉会中の文書による質問 

  …委員会の全員一致、議長を通じて文書による提出、執行部からの回答文書は 

   全議員に配布、市民への公開等が決まっている。 

8) 平成２１年から自由討議 

  …常任委員会及び特別委員会の審査時、委員からの動議を受け、委員長が委員に 

諮り実施している。 

  …それぞれの考え方等が明らかになり、論点整理ができるメリットがある。 
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9) 平成２２年から参考人招致実施 

  …常任委員会を設け、参考人への手続きを行う。 

10) 平成２３年から公聴会・意見提案手続き 

11) 付属機関の設置 

 ○ 平成２４年から所沢市議会議員定数のあり方に関する審議会 

 ○ 平成２８年から所沢市政策研究審議会 

 

２. 議会評価について 

   議会事業評価と議会改革評価とをそれぞれ評価表を作成し、平成２１年から実施

している。個々に説明する。 

  1)議会事業評価 

   …議会運営委員会が所管する事業と広聴広報委員会が所管する事業をそれぞれ 

の委員会が自己評価する。「議会評価表」にテーマ毎にまとめる。 

   ○評価対象事業 

    ■議会運営委員会所管事業 

     「予算特別委員会における当初予算の審査」 

     「基本条例第２７条(議員報酬)に基づく見直し」 

     「議会 ICT 化の推進」 

     「議会改革に関する視察受け入れ」 

   ■広聴広報委員会所管事業 

    「市議会だより作成・配布」 

    「本会議映像のインターネット中継」 

    「議会ポスター作成・配布」 

    「所沢市議会 SNSの運用」 

    「政策討論会の開催」 

    「所沢市議会広聴広報マスコットキャラクター「みみ丸」の活用」 

  2)議会改革評価 

   議会基本条例に規定する項目を評価・議会改革の成果を報告書としてまとめ、市

議会 HPで公表。 

   ■評価表は３つにわけてまとめている。 

1.基本条例に規定する項目の評価 

…基本条例の条文毎に、進捗状況又は実績を評価し、方向性を決めている。 

２.議会改革の取組状況 

…具体的に該当の条文、時期、場所、内容等をまとめている。 

３.議会の活動状況として議員提出議案件数、附帯決議、修正可決、委員会提出

議案、委員会提言、各議会、委員会毎の傍聴者数を数字でまとめている。 

  3)議会評価 

   ○導入経緯・目的 

    ・一年間の主な事業の総括の機会とする 
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    ・議会基本条例の進捗確認と総括のため 

   ○効果 

    ・事業の記録公開と協議事項の共有が可 

   ○課題・方向性(検討中) 

    ・自己評価の達成度の明確化と外部評価へ 

    * 議運での評価は議員個人への評価へ 

    * 活動の発信は成果の指標化へ 

 ≪所 感≫ 

  非常に説明内容がよくまとまっており、資料が判り易くつくられていたことに感心

した。評価表が実例とともに挿入されており、具体的にどのように進められているの

かが、判り易かったということである。 

  さて、内容であるが、我々の議会は１５８項目の申し合わせ事項に基づき、進める

こととしているが、「議会事業評価」について、どこまでできるか判らないが、１年

毎に総括をしていくという意味で、参考にすべきと思う。 

 

 

【第２日】 

東京都北区 

人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡ 

≪項目≫ 

  介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～ 

 

≪内容≫ 

 面接者:区議会事務局議事調査係主査 瀬崎雅史氏 

健康福祉部介護医療連携推進担当課長 小宮山恵美氏、 

同担当主査 阿部亘平氏 

 北区は高齢化率(６５歳以上)２５．４％で東京２３区中１位である。大都会であるが、

高齢化率は小野市とほぼ同じであり、介護と医療の連携強化を図っておられる北区を訪

問先として、研修させていただいた。 

 以下、本題に入る。 

 

<背景> 

高齢化率が２３区内で１位であり、「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置・

検討され、「介護と医療の連携による地域包括ケアの推進事業」の課題として、４点整

理されている。 

①地域とのかかわりの尐ない一人暮らし高齢者が増加傾向にあり、認知症を合併する

方も多いため、医療・介護につながらない高齢者の緊急時の対応に様々な困難を伴って

いる。 
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②経管栄養、気管切開、酸素療法、カテーテル処置など、医療依存度の高い要介護高

齢者の在宅療養継続のため、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所できない要介

護高齢者が増加している。 

③療養型病床の再編及び急性期病院における平均在院日数の短縮により、在宅医療を

必要とする要介護認定の増加が見込まれる。 

④医療処置が必要となった一人暮らし高齢者の退院にあたり、安心・安全な在宅療養

生活を介護・医療の両面から総合的に調整する機能が地域包括支援センターに求められ

ている。 

<具体的施策> 

「長生きするのは北区が一番」専門研究会の報告を受け、平成２４年度から新規事業

化を行った。 

１.高齢者あんしんセンターサポート医の配置 

 …区が在宅診療・往診をしている民間の医者と非常勤職員として契約する。業務は

医療依存度が高い高齢者や認知症等の症状による療養管理が困難なひとり暮らし及

び高齢世帯等に対して、安心で安全な在宅療養生活を送ることができるように、医

療面からの助言を行う。平成２９年度は６名と契約。サポート医の訪問相談は無料。 

  地域包括センターと医療との壁を低くしていくのも狙いのひとつである。 

２.在宅介護医療連携推進会議の設置 

 …北区の目指す在宅療養の姿は「高齢になっても、安心・安全に住み慣れたまちで、

その人らしく充実して暮らしていける在宅療養生活」であり、それに向かって、介

護と医療の連携のあり方や仕組みづくりについて検討を行う。 

  会議の構成員は医師会代表、サポート医、歯科医師、薬剤師、民生委員・児童委

員、病院医療連携担当、訪問看護ステーション、ケアマネジャー、訪問リハビリ事

業者、サービス提供責任者、学識経験者、高齢者あんしんセンター、行政とメンバ

ーは多岐にわたっており、個々の問題に対する検討部会も設置されている。 

 ３.介護医療連携推進担当副参事の配置 

  …平成２４年度に行政の窓口を明確化するため、介護医療連携推進担当副参事を配

置した。現在の組織は健康福祉部介護医療連携推進担当課となっている。担当課長

は保健師である。 

 ４.その他の施策 

  1) 関係機関が統一して使用できる「介護医療連携共通シート」を作成。「介護医療

連携共通シート連絡票」「入院前在宅生活状況提供書」がセットされている。 

  2)在宅療養相談窓口の設置(H26～) 

  …退院支援を中心に相談や支援を行う「専門職」のための相談窓口である。 

  3)在宅療養協力支援病床確保事業(H26～) 

  …病状の憎悪・急変時等に速やかに入院治療を受けるための病床を協力支援病院に

確保する。協力病院(H29年度 15箇所)で空いているベッドを協力してもらう。患
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者は必ず家へ帰るのが条件で、使用時１ベッドにつき１日 8,000円を区が支払う。 

  4)医療社会資源調査の実施(H26,H28) 

  …在宅療養に必要なサービスの把握を目的として「医療社会資源調査」を実施。 

  5)摂食嚥下機能支援推進事業(H26～H28) 

  …摂食嚥下機能支援推進部会を設置し、高齢者の摂食嚥下機能支援を推進するため

の人材育成や、地域の関係団体専門職の連携、普及啓発などに取組んでいる。 

 

 ５.参考 

  ○高齢者で介護認定を受けておられない約８０％の人達に対する対策について 

  …「介護予防日常生活課」が担当。基本的には閉じ込めないように、出かけ易いよ

うな仕掛けをしているということであった。 

  (具体例)いきいき体操、支援員への研修、プチ就労の斡旋、シニアクラブ、 

出会い会食会、見守り隊等 

 

≪所 感≫ 

 非常に精力的にこの問題に取組んでおられると感じた。特に東京２３区で高齢化率  

２５．４％と１位、しかも後期高齢者の人口比率１２．８％、高齢者の介護認定比率  

１９．２％であり、「長生きするなら北区が一番」と数値が大きいのを逆手にとって、

このようなキャッチフレーズで、高齢者が安心・安全に暮らせるための施策を打ってお

られるところが素晴らしい。 

 小野市の数値はＨ２９年６月現在で其々高齢化率２６．９％、後期高齢者１２．８％、

介護認定率１７．１％と大きく差はない。北区で実施されている「介護と医療の連携」

はこれからの高齢化社会の先駆けとして、見習っていくべきと考える。 
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平成２９年８月２日 

 

 小野市議会議長 山中 修己 様 

 

 

                      派遣議員  川 名 善 三  ㊞ 

 

行政視察報告書 

 

 先般、実施しました議員派遣について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 派遣日  平成２９年７月２０日（木）～平成２９年７月２１日（金） 

 

２ 派遣議員 

   川名善三・竹内 修・山中修己・岡嶋正昭 

前田光教・小林千津子・高坂純子・久後淳司 

   

３ 派遣先及び内容 

（１）埼玉県所沢市（人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡） 

   議会評価システムについて 

    

（２）東京都北区 （人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡） 

   介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実について～ 

        

 

【第１日】 

埼玉県所沢市 

人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡ 

 

≪項目≫ 

議会評価システムについて 

 

≪内容≫ 

１）議会基本条例の制定 

平成２１年６月に議会基本条例制定に関する特別

委員会を設置し、委員会提出議案として平成２１年

【所沢市庁舎】 
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２月２６日の市議会本会議において全会一致で可決、平成２１年３月３日に公布、

同日施行 

 

≪特徴≫ 

・一問一答方式の導入（一括方式・初回一括方式・一問一答の選択制） 

・議会評価 

 １年間の主な事業の総括の機会とし、議会基  

本条例の進捗確認と総括を目的とし議会運営  

委員会及び広報広聴委員会により所管事業の   

自己評価を行う。「議会事業評価」と「議会 

基本条例」に規定する項目も評価・議会改革 

の成果を報告書としてまとめ、ホームページ 

で公表（議会改革評価）を実施。 

・議会基本条例の規定による見直し 

 ４年ごとの改選期に実施し、条例の条項ごとに実施・未実施を含めた目的達成度

及び今後の方向性について評価を行い、結果をホームページで公開 

・閉会中も文書による質問 

 委員会において全会一致の場合議長を通じ文書により提出、執行部からの回答文

書は全議員に配布、市民へ公開 

 

２）広報広聴 

  ①広報広聴委員会の設置 

   ・議会報・図書委員会から広聴機能を強化し、 

議会運営委員会と役割を明確化 

   ・各会派から１１名で構成 

  ②大学との連携協定の締結  

   「所沢市議会と早稲田大学との連携協力に関  

するパートナーシップ協定」 

（平成２８年２月１日締結） 

  ③議会報告会 

   ・原則年４回実施、７人～８人ごとの班に分かれて実施 

・議会報告については議員個々の意見は述べず、議会としての報告を行う。要望

については、それぞれの班で整理し、議長に報告する。 

・運営、準備は議会で行い、広報は行政回覧や街頭でのティッシュ配布など実施 

  ④「みみ丸カフェ」の開催 

   ・広報広聴機能の強化の一環として、ワールドカフェスタイルでの市民と議員の

懇談会 

   ・２０～５０歳代までの現役世代を対象に無作為抽出により参加者を募集 

   ・早稲田大学との連携協定を活用し教授がファシリテーター、学生がテーブルホ

ストを務める。 



 

39 

３）政策研究審議会 

   ①議会が諮問する常設型の審議会 

   ②審議委員は早稲田大学、防衛医科大学、

法政大学など教授などに委嘱 

   ③初年度の諮問事項 

    ・大学生等の消防団への入団促進策につ  

いて 

    ・議会評価・ＩＣＴ化推進について 

    ・選挙権年齢引き下げに伴う大学生によ  

る教育プログラム構築について 

 

４）議会評価 

  地方議会での機能の強化や活動の明確化、可視化に向けた改革が強く求められ、議

会が如何に住民ニーズを把握し、そのニーズに応えられるかも明確にしながら改善

への取組を示していく必要があることから、現在行っている様々な議会活動につい

て、毎年度自己評価を実施している。 

  ①目的 

1．議会事業についての説明責任を果たす 

2．議会事業の改善・効率化 

3．予算編成における資料 

  ②方法 

・議会で実施した事業のうち数事業を選び、

それぞれの事業を「拡充」、「継続」、「改善」、

「縮小」、「終了」、「休止」、「廃止」で評価 

・議会運営委員会では、対内的事項の評価（一

問一答方式、政策討論会、その他の新規事業等）を行う。 

・広聴広報委員会では、対外的事項の評価（市議会だより作成・配布、インター

ネット中継、議会ポスター、その他の新規事業等）を行う。 

 

≪所 感≫ 

議会基本条例を早期に制定し、通常の議会報告

会に合わせ、早稲田大学との連携協定を活用し

た、「みみ丸カフェ」と銘打つ斬新なカフェス

タイルの懇談会を実施するなど、積極的な広報

広聴活動を行なっている。また、議会が諮問す

る常設型の審議会として「政策審議会」を設置

しているが、審議委員に早稲田大学や防衛医科

大学などの大学から審議委員を迎えるなど、大

学との多様な連携が図られている。 

【議場の議席に備付の折畳式のヘルメット】 
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【第２日】 

東京都北区 

  人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡ 

       

≪視察項目≫ 

介護と医療の連携強化について 

 ～在宅療養支援体制の充実～ 

 

≪視察内容≫ 

◆北区の高齢化の現状（平成２９年１月１日現在） 

・総人口                    ３４５，１４９人 

  ・高齢者人口 （６５歳以上）         ８７，７６１人 （２５．４％）   

・後期高齢者人口 （７５歳以上）     ４４，３３７人 （１２．８％）  

〇高齢化率は２３区で１番高い。【２位：足立区 24.７％ ３位：葛飾区 24.５％】 

〇高齢者の約半数が後期高齢者（50.5％）  

〇一人暮らし高齢者が増えている。（31,943 人 高齢者の 36.4％）  

〇高齢化率の高い地区 桐ヶ丘 高齢化率 58.1％ 後期高齢者は 36.7％ 

【主な事業】 

１）高齢者あんしんセンターサポート医事業 

平成２３年度「長生きするなら 北区が一番」専

門研究会で、地域で増えていく認知症高齢者、一

人暮らし高齢者や、医療依存度の高い高齢者のた

めの退院支援などを、迅速に的確に支援するため

のしくみとして提案された事業。高齢者あんしん

センター（地域包括支援センター）を支援するた

め、医療依存度の高い高齢者や認知症等の症状に

よる医療管理が困難な一人暮らし及び高齢者世

帯等に対して、安心で安全な在宅療養生活を送る

ことができるよう、医療面からの助言を行うサポ

ート医（医師）を配置するもの 

・北区の非常勤職員として位置づけ 

・平成２４年度より北区医師会の推薦を受けて、

認知症サポート医であり地域で在宅医療を行

っている医師の中から各圏域に１名ずつ配置 

  平成２５年度４名体制、平成２７年度５名体制、平成２９年度より６名体制となる。 

☆業務内容 

・高齢者あんしんセンターからの医療に関する相談対応  

・介護や医療につながらない高齢者および認知症等の高齢者への訪問相談 

【北区庁舎】 
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・介護保険認定申請のための主治医意見書の作成 

・成年後見制度審判請求のための診断書および鑑定書の作成  

・退院支援のアドバイス  

・王子・赤羽・滝野川の圏域ごとの情報交換・事例検討等 

 

２）在宅療養協力支援病床確保事業 

 在宅療養を要する高齢者やその家族が地域で安心し  

て生活し、医療・介護関係者が不療養に携われるよ  

う、病状の憎悪・急変等に速やかに入院治療を受け  

るための病床を強力支援病院に確保 

・平成２９年度 １５か所 

・利用者数 １０名（平均年齢８７．１歳 要介護４  

～５の方が多い） 

 

３）介護医療連携共通シート 

 介護と医療の関係機関がお互いに必要な情報を円滑  

に共有できる仕組みとして、在宅介護医療連携推進  

会議の検討部会において検討し、関係機関が統一し  

て使用できる連携ツールとして作成 

 

４）在宅療養相談窓口の設置 

 在宅療養が必要な高齢者が地域で安心して療養生活  

をつづけられるように、退院支援を中心に相談や支  

援を行う「専門職のため」の相談窓口（北区医師会へ委託） 

・対象⇒北区内外病院、地域の医療機関、高齢者安心マネージャー、ケアマネジャー 

 

≪所感≫ 

「長生きするなら北区が一番」を掲げるこの

北区は、都内で最も高齢化率の高いという現

実に対し、在宅療養を支えるため、多様なシ

ステムを構築している。人口密度が高く、病

院や診療所などの医療資源に恵まれている面

はあるが、特に「高齢者あんしんセンターサ

ポート医事業」に見られるように医師会との

緊密な連携が図られることによって、より利

用者が安心して在宅療養が行えるよう配慮さ

れている。 
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平成２９年 ７月２２日 

 

 

 小野市議会議長 山中 修己 様 

 

 

                        派遣議員   竹内  修   ㊞ 

 

 

議員派遣報告書 

 

   先般、実施しました議員派遣について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 派遣日  平成２９年 ７月２０日（木） ～ 平成２９年 ７月２１日（金） 

 

２ 派遣議員 

川名善三・竹内 修・山中修己・岡嶋正昭 

前田光教・小林千津子・髙坂純子・久後淳司 

 

３ 派遣先及び内容 

（１）埼玉県 所沢市（人口：約３４万４千人、面積：７２．１１Ｋ㎡） 

     議会評価システムについて 

（２）東京都北区（人口：約３４万７千人、面積：２０．６１Ｋ㎡） 

     介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～ 
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４ 内容 

 

【１日目】 

 埼玉県所沢市 

 人口：約３４万４千人  面積：７２．１１Ｋ㎡ 

 

≪項 目≫ 

議会評価システムについて 

 

≪内 容≫ 

◎ 議会改革について 

所沢市の紹介 人口：約３４万４千人  面積：７２．１１Ｋ㎡ 

日本初！飛行場から飛行機が飛んだ！！ 

    「航空機発祥の地」 

名産品：狭山茶  日本３大銘茶 

    色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす 

イメージマスコット 

  市：トコろん    市議会：みみ丸 

◎ 主な議会改革等の取組 

議会運営編 

１、議会基本条例の制定（Ｈ２１．３） 

２、１００条の２専門的知見の活用で調査委託（Ｈ１９～） 

３、議会審議における論点情報の形成（Ｈ２１．６） 

４、一問一答方式の導入（Ｈ２１．６～） 

５、議会事業評価・議会改革評価（Ｈ２１．６～） 

６、議会基本条例の見直し手続き（Ｈ２３．７～） 

７、閉会中の文書による質問（Ｈ２７．７ほか） 

 

◎ 主な議会改革の取組 

８、自由討議（Ｈ２１．９～） 

９、議場モニターの設置（Ｈ２２．５） 

10、参考人招致（Ｈ２２．６以降の取組） 

11、公聴会・意見提案手続き（Ｈ２３．１） 

12、付属機関の設置（Ｈ２４．４） 

13、議会ＩＣＴの推進（Ｈ２８．３） 

14、広聴広報委員会の設置（Ｈ２３．５） 

15、議会報告会の開催（Ｈ２２．５） 

16、政策討論会の開催（Ｈ２４．２） 

17、みみ丸カフェの開催（Ｈ２８．７） 
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◎議会運営編 

１、議会基本条例の制定・改定 

 ・「議会基本条例制定に関する特別委員会」を設置（Ｈ２０．６） 

 ・「所沢市基本条例」を可決（Ｈ２１．３同日施行） 

 ・「議会基本条例改定に関する特別委員会」を設置（Ｈ２７．７） 

 ・所沢市議会基本条例の一部を改正する条例」を可決（Ｈ２８．６同日施行） 

 

議会基本条例制定時の特徴 

（1） 特別委員会の名称を「議会基本条例制定時に関する特別委員会」とした 

（2） 部会方式を導入し、超党派により作成を進めた 

（3） 法１００条の２の専門的知見の活用による調査委託、条例素案に関わる公聴会など

を実施した 

 

２、１００条の２の調査委託（Ｈ１９～） 

  専門的知見の活用 

 平成１９年度以降、必要な調査、研究等のため、議会の議決を経てこの制度を活用 

※活用例 議会基本条例の制定・その後の評価・改定時など 

 

３、議会審議における論定情報の形成（Ｈ２１．６～） 

 全ての素案について統一フォーマットによる資料の提出を求める 

 （平成２１年４月７日議会運営委員会） 

 

４、一問一答方式の導入（Ｈ２１．６～） 

 ⑴一般質問 

  平成２１年６月定例会（施行時に実施） 

  ・一括方式（１回目登壇、２回目以降質問席） 

  ・初回一括方式（１回目登壇、２回目以降質問席） 

  ・一問一答（１回目から質問席） 

 平成２１年９月定例会 質問回数（３回）の制限を撤廃 

  

 ⑵ 議案質疑 

 平成２１年１２月定例会 

  回数は３回まで、１時間以内を目途という現状のまま、一問一等方式を導入 

（平成２１年１１月２日議会運営委員会） 

 

５―１、議会評価 

● 議会事業評価 

現在、議会運営委員会及び広報広聴委員会による所管事業の自己評価を行う。 

 ●議会改革評価 

  議会基本条例を規定する項目を評価・議会改革の成果 

⇒報告としてまとめ、市議会ＨＰで公表。 
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５―２、導入経緯・目的 

● 一年間の主な事業の総括の機会とする 

● 議会基本条例の進捗確認と総括のため 

 

効果 

●事業の記録公開と協議事項の共有が可 

 

課題・方向性（協議中） 

●自己評価の達成度の明確化と外部評価へ 

 ※議運での評価 ⇒ 議員個人による評価へ 

 ※活動の発信 ⇒ 成果指標化へ 

 

６、議会基本条例の規定による見直し手続き 

  見直しの対象項目及び評価方法 

● 改選期（４年毎）に実施（Ｈ２３年、Ｈ２７年、※Ｈ２７年は改定） 

● 条例の条項ごとに、実施・未実施等を含めた目的達成度及び今後の方向性についての

評価 

● 見直し結果については、実績等を記載 

 

議会基本条例に関する取組 

・背景、協議、審査手順 

 

⑴基本条例３１条（旧２７条）１項における見直し手続き同２項による必要に応じた適切

な措置 ⇒ 特別委員会設置 

⑵法改正等に基づくだけでなく、制定後６年経過したことによる社会情勢の変化や運用後

の評価検証と現状の体制に合わせ、中身の検証を行う機会 

⑶一条、一項ごとに委員からの意見・提案に基づき協議決定は全会一致を目指す 

⑷審議期間は１年、審査日程は１１日間、行政視察実施 

 

●特別委員会審査時の参考手続き 

  専門的知見の活用 

  法政大学廣瀬教授に調査依頼 

 全国の市町村議会の議会基本条例制定後の見直し状況及び条例改正後の動向、所沢市議

会基本条例の運用の特徴と今後の課題を報告いただく。 

 

議会基本条例改定に関する取組 

 

●特別委員会審査時の参考手続き 

 素案に対するパブリックコメントを実施 

３名から合計１０件の意見をいただく 
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●改定に関する市民への報告会を実施 

 ⑴廣瀬教授による基調講演、改定審査報告 

 ⑵市民との連携を意識し、意見交換を実施 

 

７、閉会中の文書による質問 

・委員会における全会一致 

・議長を通じて文書により提出 

・執行部からの回答文書は全議員に配布 

・市民への公開 

 

８、自由討議（Ｈ２１．９～） 

常任委員会及び特別委員会に審査時 

 ⇒委員からの動議を受け委員長が委員に諮り実施 

 

９、参考人招致（Ｈ２２．６以降の取り組み） 

 平成 22年第二回定例会～ 

 ・会期日程について「常任委員会（予備日）」を設け参考人（請願者など）への手続きの

時間確保 

 ・請願における真意や思いを会議録へ記録可 

 

１０、公聴会・意見提案手続き（Ｈ２３．１～） 

 ●公聴会及び意見提案手続きを実施 

  （議会基本条例制定後） 

 ・所沢市自治基本条例（委員会修正案）について 

 ・議員定数（素案）について 

 ●意見提案手続きを実施 

 ・所沢市歯科口腔保健の推進に関する条例（素案）について（委員会提案による） 

 

 

 

１１、付属機関の設置 

  ●所沢市議員定数の在り方に関する審議会 

平成２４年 会議 協議内容 

３月 委員決定 条例施行・委員決定（5名） 

５月 第一回 委嘱・正副会長選出、日程確認、現状認識等 

７月 第二回 議員定数の調査・検討 

８月 参考人招致 （議会運営委員会で） 

１０月 第三回 答申案の検討 

１１月 答申  
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●所沢市政策研究審議会 

 

政策研究審議会について【１】 

◆議会が諮問する常設型の審議会 

◆設置の経緯 

 地方自治法１００条の２「専門的知見の活用」を最大限に生かすための議員提出議案に

よる条例制定 

 （政策研究審議会条例） 

◆審議委員 

西村  昭治氏（早稲田大学 人間科学学術院 副学術院長） 

長谷  和生氏（防衛医科大学校病院 病院長） 

廣瀬  克哉氏（法政大学 法学部教授） 

西久保 正一氏（前 所沢市副市長） 

 

政策研究審議会について【２】 

◆ 初年度の試行的諮問事項 

⑴ 大学生等の消防団への入団促進策について 

（総務経済常任委員会） 

⑵ 議会評価・ＩＣＴ化推進について 

（議会運営委員会） 

⑶  選挙年齢引き下げに伴う大学生による教育プログラム構築について 

（広報広聴委員会） 

 

政策研究審議会について【３】 

◆２８年度は試行的に実施 

◆結果は、正副委員長連絡協議会にて情報共有 

◆審議会については議会運営委員会で事業の総括 

◆２９年度に向けて積極的な政策立案を目指していく 

１２－１、議会ＩＣＴの推進 

 タブレットの導入について作業部会で協議し、会議への持ち込みを開始 

⑴ 「タブレット導入に関する作業部会」設置（Ｈ２６．６）  

⑵ 「会議中の情報通信機器の使用基準」策定（Ｈ２６．１１） 

⑶ 「ＩＣＴ化推進基本計画策定に関する作業部会」設置（Ｈ２７．８） 

⑷ 「所沢市議会ＩＣＴ化推進基本計画」策定（Ｈ２８．３） 

⑸ 「市民にとってわかりやすい議会運営に資するため『所沢市議会ＩＣＴ化推進基本計画』

を実施する決議」 
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◎広報広聴編 

１３、広報広聴委員会の設置 

 位置づけ 

 地方自治法１００条第１２項の場 

  委員構成 １１人（各会派から） 

◆大学との連携協定を締結（早稲田大学） 

◆マスコットキャラクターの活用（みみ丸） 

 

１４、議会報告会の開催 

 

１５－１、政策討論会について 

 政策討論実施要項（Ｈ２６.８．２７施行） 

 

１５－２、議会報告会などとのつがいと位置づけ 

◆議会報告会・・・市民との意見交換 

◆政策討論会・・・政策立案・政策提言 

 

１５-３、政策討論会開催の所感と課題 

◆公開のイベントになっていないか？ 

◆活発な討論のやり取りができているか？ 

◆その成果をどのように議会活動や市の政策につなげるのか？ 

◆市民との意見交換で醸成した提案を政策形成サイクルに基づき検討する。 

 

 

≪所 感≫ 

市議会議員の皆さんの努力には頭が下がる思いです。やはり、所沢市においても議会基

本条例が仕掛けの基本と感じました。多くの自治体では、基本条例の扱いも様々で作った

だけのところ、事務局が作ったところ、できるだけ労力をかけずに試行しているところ、

いろいろ感じています。所沢市さんは全員議会といっても過言ではないくらいの労力を払

っているのは、尊敬に値します。議会の役割に関しては、誰からどう聞かれても全員が答

えられていくのだなと感じましたし、現にそうでしょう。ただそういうことになると、新

人議員の資質が問われ、各会派での勉強会なども頻繁にやって、レベルの均衡も図らない

と全体が成長しないと思うので、これもできているだろうと、表面に出ていない部分も推

し量っています。さらに、ＰＤＣＡサイクルのように常に回していくことが大事になって

くるので充実感も伴っているでしょう。大変勉強になりました。小野市でも研修をした結

果を十分に反映していきたい。 
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【２日目】 

 東京都北区 

人口：約３４万７千人  面積：２０．６１Ｋ㎡ 

 

≪項 目≫ 

 介護と医療の連携強化について～在宅療養支援体制の充実～ 

 

≪内 容≫ 

地理的特性や社会的慣行を含め北区全域を３圏域７地区に区分している。 

 

赤羽圏域・・・浮間地区 

       赤羽西地区 

       赤羽東地区 

王子圏域・・・王子西地区 

       王子東地区 

滝野川圏域・・滝野川西地区 

       滝野川東地区 

 

 

高齢者の現状 

総人口（外国人を含む）・・・３４５，１４９人 

高齢者人口（６５歳以上）・・８７，７６１人（２５．４％） 

後期高齢者人口（７５歳以上）・・・４４，３３７人（１２．８％） 

＊高齢化率は２３区で一番高い【２位：足立区２４．７％ ３位：葛飾区２４．５%】 

＊高齢者のうち、約半数が後期高齢者。（５０．５％） 

＊一人暮らし高齢者が増えている。（３１，９４３人 高齢者人口の３６．４%） 

＊高齢化率の高い地区・・・「桐ヶ丘地区」高齢化率５８．１% 

  地区の３６．７%が後期高齢者、ひとり暮らし高齢者世帯割合 地区全体の４２．６% 

 

平成３７年の予測 

高齢者人口     現在８６，６０８人・・・８１，６２６人 

前期高齢者     現在４２，９１６人・・・３２，８８７人 

後期高齢者     現在４３，６９２人・・・４８，７３９人 

後期高齢者の割合  現在５０．４%・・・・・５９．７% 

 

要介護３～５の認定者 

          現在６，０１０人・・・・７，５８９人 
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北区全高齢者実態把握調査 

 ・介護が必要になった場合の暮らし方 

  「自宅で暮らしたい」・・全体の４５％ 

   ７５歳以上は４８．９％が希望している。 

 ・生活上の不安 

  「病気になった時の在宅生活」・・３０．９％ 

⇒在宅療養支援の仕組み作りが重要 

 

◎ 在宅医療・介護連携に取り組んだ背景ときっかけ 

「長生きするなら北区が一番」専門研究会を設置・検討 

高齢者の地域見守りの充実・地域包括支援センターの機能強化・介護と医療の連携によ

る地域包括ケアの推進事業・認知症高齢者総合支援事業・高齢者の住まい・元気高齢者

施策の６つの柱をテーマに検討した。 

 

「介護と医療の連携による地域包括ケアの推進事業」の課題として整理されたこと。 

① 高齢化が進んでいる北区では、地域とのかかわりが尐ない一人暮らし高齢者が増加傾

向にあり、認知症を合併する方も多いため、医療・介護につながらない高齢者の緊急時

の対応に様々な困難を伴っている。 

② 経管栄養、気管切開、酸素療法、カテーテル処置など、医療依存度の高い要介護高齢

者の在宅療養継続のため、医療と介護の連携がますます重要となっている。 

（医療措置が必要なため、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所できない要介護

高齢者が増加している。） 

③療養型病床の再編及び急性期病院における平均在院日数の短縮により、在宅医療を必要

とする要介護認定の増加が見込まれる。 

④医療処置が必要となった一人暮らし高齢者の退院に当たり、安心・安全な在宅療養生活

を介護・医療の面から総合的に調整する機能が地域包括支援センターに求められている。 

 

長生きするなら北区が一番専門研究会の報告を受け・・平成２４年度より新規事業化 

① 高齢者安心センターサポート医の配置 

② 在宅介護医療連携推進会議の設置 

③ 介護医療連携推進担当副参事の配置 

 

｟１｠高齢者安心サポート医  

高齢者安心センター（地域包括支援センター）を支援するためにサポート医を配置し、

医療依存度の高い高齢者や認知症等の症状による療養管理が困難な独り暮らし及び高齢者

世帯等に対して、安心で安全な在宅療養生活を送ることができるように、医療面からの助

言を行う。 

＊北区の非常勤職員という位置づけ 

＊認知症サポート医であり、在宅診療・往診をしている医師。 

＊北区医師会から推薦を受けている。 

＊Ｈ２４年度（３名）Ｈ２５年度（４名）Ｈ２７年度（５名）Ｈ２９年度（６名）。 
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〇 サポート医の業務 

・高齢者安心センターからの医療に関する相談対応 

・医療・介護につながらない一人暮らしの高齢者や認知症高齢者の訪問相談。 

・介護保険認定のための主治医意見書の作成 

・成年後見制度審判請求のための診断書及び鑑定書の作成 

・退院支援のアドバイス 

・王子・赤羽・滝野川の圏域ごとの情報交換・事例検討等 

 

｟２｠在宅介護医療連携推進会議の設置 

〇 在宅介護医療連携推進会議 

在宅療養生活を送る高齢者が住み慣れた自宅で自分らしく過ごすために、より密接な会議

と医療の連携を推進することを目的として、介護と医療の連携の在り方や仕組み作りにつ

いて検討を行う。 

   ↓              ↓            ↓ 

〇 北区の目指す在宅医療の姿 

 高齢になっても、安心・安全に住み慣れた街でその人らしく充実して暮らしていける在

宅療養生活 

   ↓              ↓            ↓ 

〇 在宅療養支援基盤の構築に向けた方向性 

  ＊他職種との顔の見える連携づくり 

  ＊在宅療養を進める人材育成 

  ＊他職種との情報共有の仕組みづくり 

  ＊区民への啓発活動 

 

〇 在宅介護医療連携推進会議の構成 

⑴ 医師会代表 

⑵ 高齢者安心センターサポート医 

⑶ 歯科医師 

⑷ 薬剤師 

⑸ 民生委員・児童委員 

⑹ 病院医療連携担当 

⑺ 訪問看護ステーション 

⑻ ケアマネージャー 

⑼ 訪問リハビリ事業者 

⑽ サービス提供責任者 

⑾ 学識経験者 

⑿ 高齢者あんしんセンター 

⒀ 行政 
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検討部会の設置【１】 

平成２５年度 

在宅医療後方支援病床検討部会（新規） 

在宅療養相談窓口検討部会（新規） 

介護医療連携共通シート導入検討部会（新規） 

認知症疾患医療介護推進部会（新規） 

 

平成２６年度 

医療社会資源調査検討部会（新規） 

接触えんげ機能支援推進部会（新規） 

介護医療連携共通シート導入検討部会（継続） 

認知症疾患医療介護推進部会（継続） 

 

平成２７年度 

連携事業評価部会（新規） 

在宅療養資源検討部会（継続） 

摂食えんげ機能支援推進部会（継続） 

認知症疾患医療介護推進部会（継続） 

 

平成２８年度 

連携事業評価部会（継続） 

在宅療養資源検討部会（継続） 

摂食えんげ機能支援推進部会（継続） 

認知症疾患医療介護推進部会（継続） 

 

｟３｠介護医療連携推進担当副参事の配置 

（平成２４年度）「介護医療連携推進担当副参事」を配置 

        行政の担当窓口を明確化 

（平成２６年度）「介護医療連携推進・介護予防担当課」を新設 

 

（平成２８年度）「介護医療連携推進担当課」に組織改正 

 

〇介護医療連携共通シート 

 介護と医療の関係機関がお互いに必要な情報を円滑に共有できる仕組みとして、在宅介

護医療連携推進会議の検討部会において検討し、関係機関が統一して使用できる連携ツー

ルとして「介護医療連携共通シート」を作成。 

 

〇在宅療養相談窓口の設置（Ｈ26年度） 

 在宅療養が必要な高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して療養生活を続けられるよう

に、退院支援を中心に相談や支援を行う「専門職のための」相談窓口 

 対象は北区内病院、地域の医療機関、高齢者あんしんセンター、ケアマネージャー。 
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〇在宅療養協力支援病床確保事業（Ｈ２６年度～） 

在宅療養を要する高齢者やその家族が地域で安心して生活し、医療・介護関係者が不安な

く在宅療養に携えるよう、病状の増悪・急変時等（※）に速やかに入院治療を受けるため

の病床を協力支援病院に確保する。 

 

※直ちに救急車を呼ばなければならない状況は、１１９番に通報へ 

 

〇摂食えんげ機能支援推進事業（平成２６～２８年度） 

 摂食えんげ機能推進部会を設置し、高齢者の摂食えんげ機能支援を推進するための人材

育成や、地域の関係団体専門職の連携、普及啓発などに取り組む。 

 

〇他職種連携研修・顔の見える連携会議（平成２５年度～） 

 北区の医療、介護に関する各団体から専門職が集まり、お互いの専門性を踏まえながら

ワークショップや同行訪問を交えての研修を行い、他職種間の連携推進を図る。 

 研修を通じて、医師をはじめとした在宅医療に従事する専門職の資質の向上を図る。 

 

 

〇在宅医療・介護連携の成果、今後の取組 

 

≪在宅医療・介護連携の成果≫ 

●在宅療養支援の環境整備 

・厚労省の示す８項目を実施できた 

 

● 地域における「顔の見える連携づくり」の推進 

・地域の医療・介護関係者の人材や団体との連携が活発になった。 

・「北区在宅歯科連絡会」、「北区在宅ケアネット」、「北区ソーシャルワーカー連絡協議 

会」「北区ナーシングヘルスケアネット」の設立など、各団体において地域で連携す 

る動きが広まった。 

 

《今後の取り組みの方向性》 

 ●在宅療養の環境整備は進んできたが、今後は区全体の介護医療関係者に理解を深めて

いただく機会を待ち、区全体での他職種連携づくりを進めていく。 

 ●在宅医療や看取りに関して、区民への普及啓発活動を進めて、地域の関心ごととして

の気運を高めていく。 
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≪所 感≫ 

人口が増大していく東京都にあって、北区の取組は非常に皮肉ともいえる取組に感じた。

というのも、北区のとったアンケート、独居老人や高齢者家庭の意見を聞くと、若い世代

を中心に移動するものの、介護が必要になった場合、ここ（北区・自分の家）で暮らした

いという意見が４８．９％を占めたことでしょう。一極集中の都市化の象徴である東京都

でのこの現状は、私にとって衝撃でした。高齢化の波は東京であっても同じなんだという

思いを強くしました。 

そういう現状はあるものの、他方、行政の動きは非常に適切でよく考えられていると感じ

た。介護での看取りのステップを適切にとらえ、必要な施策を打っていく。 

当たり前のことなんですが、そこから先がすごいと思う。ふつうは、相談事業から看取り

が始まり、要支援、要介護と進むのが一般的で、そこに介在するのは、相談事業職員や訪

問看護の看護師、ケアマネージャー等ではないかと思う。北区の場合は、研修の中で説明

があったように医師会からの、「高齢者サポート医」の配置があった。担当する地域にあっ

た、サポート医の的確な医療判断が基本になっていると思う。他の地域では、熟練はして

はいるものの、やはり医師ではない人間が判断しているので、ミスマッチが起きやすいと

思う。医師でも同じだと思うが、医療の専門家というのが最良でしょう。担当医師を取り

囲む環境も、高齢者をケアする隙間のない手が打たれていた。全ては、その高齢者を取り

囲む環境が、介護の段階に応じてスライドしていくシステムになっていると感じた。 

また、その中でも特筆しておきたいのが、専門家同士の連携の強化です。医師会代表、サ

ポート医、歯科医師、薬剤師、民生委員、病院担当者、訪問看護ステーション、ケアマネ

ージャー、訪問リハビリ事業者、サービス提供者、学識経験者、高齢者あんしんセンター、

行政と、ここまで連携していたら責任回避、制度のはざまで手当てがされていないという

ことは考えられません。外に出てこない高齢者などは、訪問をしていくので、見過ごされ

ていくことも考えにくい。何と良いシステムかと息をのんでいます。 

 高齢者のプライバシーに配慮された、医療的に的確な処置を、多くの医師が関与し、訪

問看護、通院から入院、退院から自宅リハビリまで一貫していて、さらに行政もバックア

ップしていることに、北区の底力を感じています。 

北区に住んでいないので、全体像は体感できないのが残念ですが、このシステムが日本

のお手本になっていっていただきたいと思います。小野市でも可能な限り組み上げていき

たいと思います。 

 

 


